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新開発食品評価調査会 
 

 

 

 

 

議事次第 
 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） 座長の選出 

（２） プエラリア・ミリフィカを含む「健康食品」について 

（３） その他 

 

３ 閉会 

 

（配付資料） 

資料１   プエラリア・ミリフィカを含む「健康食品」について 

資料２   プエラリア・ミリフィカを含む「健康食品」を取り扱う食品等事業者に対す

る地方自治体の調査結果について（８月 14 日時点速報値） 

資料３   調査結果を踏まえた論点 

 

参考資料１ 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材

料）」の食品衛生法上の取扱いの改正について（平成 19 年８月 17 日付け食

安基発第 0817001 号） 

参考資料２ 健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について（平成 14 年

10 月４日付け医薬発第 1004001 号） 

参考資料３ 「美容を目的とした『プエラリア・ミリフィカ』を含む健康食品」について

（要望）（平成 29 年７月 13 日付け 29 独国生商第 66 号） 

参考資料４ プエラリア・ミリフィカを含む健康食品の取扱いについて（平成 29 年７月

13 日付け薬生食基発 0713 第１号及び薬生食監発 0713 第２号） 

参考資料５ 「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び

「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」

について（平成 17 年２月１日付け食安発第 0201003 号） 

参考資料６ 参照条文 

 

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会新開発食品評価調査会設置要綱 
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薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 
新開発食品調査部会新開発食品評価調査会設置要綱 

 
１．目的 

 厚生労働省は、一般に飲食に供されることがなかった物であって人の健康

を損なうおそれがない旨の確証がない物等の新開発食品についてリスク管理

を行うことが求められている。そのため、新開発食品の安全性の確保に関し

て、有害事象等の新たな知見を踏まえた管理措置等について専門的・科学的

な検討を行うことを目的として、食品衛生分科会規程第３条に基づき、新開

発食品調査部会の下に「新開発食品評価調査会」を設置する。 
 
２．審議事項 

（１） 新開発食品のリスク管理に関する専門的・科学的な見地からの検討 
（２） 食品安全委員会から食品健康影響評価結果が通知された後に講じる

べきリスク管理措置やその普及啓発方法に関する検討 
（３） その他新開発食品の安全性に関する事項  

 
３．組織 

（１） 調査会の委員は、部会等の委員、臨時委員及び専門委員の中から分

科会長が指名する委員をもって構成し、互選により座長を選出する。 
（２） 審議にあたっては、議題の内容等に応じて、座長の判断により他の

委員又は参考人に出席を求めることができる。 
（３） 調査会における審議結果については、適宜、新開発食品調査部会へ

報告することとする。 
 
４．事務局 

 調査会の事務は、医薬・生活衛生局食品基準審査課新開発食品保健対策室

が行う。 
 
５．その他 

 この要領に定めるもののほか、調査会の運営に関して重要な事項は、座長

が定めることができる。 
 
 

 （平成 29 年８月 23 日） 


